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ⅠⅠ  全全人人代代レレベベルル 

   

ⅡⅡ  国国務務院院レレベベルル 

   

ⅢⅢ  中中央央行行政政部部門門レレベベルル 

一一  「「加加工工貿貿易易のの監監督督管管理理にに関関すするる事事項項ににつついいててのの公公告告」」    

（原文「关于加工贸易监管有关事宜的公告」） 

税関総署公告 2018年第 104号、税関総署 2018年 8月 13日公布、同日施行 

  

加工貿易とは、原材料等を輸入して加工又は包装を行った後、製品を輸出する経済活動を指す
1
。 

加工貿易に関する細則規定として、関税総局により、「税関加工貿易貨物監督管理規則」が規定され、加工貿易貨

物の登録・設立、輸出入の報告、加工、監督につき規定している。更にその施行細則として、関税総局により関税総

局公告 2014年 21号「『税関加工貿易貨物監督管理規則』の執行に関する問題の公告」が公布されていた。 

2018年 5月 29日、「税関加工貿易貨物監督管理規則」が修正された。これに伴い、関税総局公告 2014年 21号

の内容を調整したのが、「加工貿易の監督管理に関する事項についての公告」である。本公告により、関税総局公告

2014年 21号は失効する。 

主な調整内容は、以下の通りである。 

 

関税総局公告 2014年 21号 本公告 

加工貿易の貨物を第三者への担保として供する場合の、

主管税関への提出書類として、①正式な書面での申請、②

銀行担保貸款意向書に加え、③税関が必要と認めるその

他の書類が挙げられていた（3条 2項）。 

提出書類から、③税関が必要と認めるその他の書類が削

除された（2条 2項）。 

加工貿易の貨物を中国国内で販売する場合に税関に提出

すべき書面として、主管部門が署名・発布した「加工貿易保

税輸入材料国内販売許可証」が要求されていた（9条）。 

「加工貿易保税輸入材料国内販売許可証」が、提出書類か

ら削除された（8条）。 

                                                      
1
 「税関加工貿易貨物監督管理規則」3条 
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余剰の材料を転売する場合に、税関に提出すべき書類とし

て、①転売する余剰材料に関する資料、②転売しようとする

余剰材料のリスト、③税関が必要とするその他の書類又は

資料が挙げられていた（11条）。 

提出書類から、税関が必要とするその他の書類又は資料

が削除された（10条）。 

 

（全 13条） 

二二  「「上上場場会会社社株株式式イインンセセンンテティィブブ管管理理規規則則（（改改正正））」」    

（原文「关于修改《上市公司股权激励管理办法》的决定」） 

中国証券監督管理委員会令第 148号、中国証券監督管理委員会 2018年 8月 15日公布、2018年 9月 15日施行 

  

現在、A 株
2
上場会社が株式インセンティブを実施する場合、「上場会社株式インセンティブ管理規則」 が適用され

る。中国企業が「引進来
3
」戦略と「走出去

4
」戦略を展開するペースが加速し、国際業務が発展するにつれ、外国籍の

人材に株式のインセンティブを付与し、中国の証券市場の取引に参加することを認めることが、企業が海外の優秀な

人材を集める重要な手段となっている。こうした背景のもと、2018 年 8 月 15 日に、中国証券監督委員会が「上場会

社株式インセンティブ管理規則（改正）」（以下「本改正」という）を公布した。本改正は、2016 年に上場会社株式イン

センティブ管理規則を公布した後、初の改正である。本改正の主な内容は、以下のとおりである。 

 

1.  インセンティブ対象者の範囲の拡大 

本改正は、インセンティブ対象者の範囲を、国内で就労する外国籍従業員から、すべての外国籍従業員に拡大し

た。本改正の前は、国内で就労する外国籍従業員だけを、インセンティブの対象とすることができたが、本改正によっ

て、就労地が国内か国外かに関係なく、就労する外国籍従業員が上場会社の董事、高級管理職、中心的技術担当

者又は中心的業務担当者の職に就く場合は、インセンティブ対象者とすることができる（8 条）。国外で就労する外国

籍従業員を株式インセンティブの対象範囲に含めることで、上場会社の海外事業の展開に役立つものと考えられる。 

 

2.  外国籍従業員の開設する証券口座の用途制限の緩和 

インセンティブ対象者が就労する外国籍従業員である場合、証券登録決済機構に証券口座を開設を申請すること

ができるが、本改正前は、当該証券口座を使用して株式インセンティブにより取得した権益の保有又は売却以外の

取引行為を行ってはならないとされていた。本改正により、当該内容が削除され、外国籍従業員は、株式インセンティ

ブにより取得した権益の保有又は売却に限られず、当該証券口座を使用してその他の証券取引行為を行うことをで

きるようになる（45条 2項）。本改正は、A株市場の投資者の範囲を拡大し、国内資本市場での投資者の多様化を促

進すると予想される。 

（全 75条） 

ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

一一  「「上上海海金金融融法法院院のの事事件件管管轄轄にに関関すするる規規定定」」    

（原文「关于上海金融法院案件管辖的规定」） 

法釈[2018]14号、最高人民法院 2018年 8月 7日公布、2018年 8月 10日施行 

                                                      
2
 A 株の正式な名称は、人民元普通株券であり、中国国内（上海・深圳の株式市場）で上場され、国内の機構・組織又は個人向けの人民元で取引される普通

株券を指す。これに対して、B 株とは、上海証券取引所や深セン証券取引所に上場されている外貨建ての株式のことを指す。B 株は外貨で取引されるが、株式

市場では人民元建てで表記されている。 
3
 外資による対内投資を指す。 

4
 内資による対外投資を指す。 
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2018 年 4 月、全国人民代表大会常務委員会は上海市に上海金融法院を設置することを決定した
5
。この決定で

は、上海金融法院が管轄する事件の具体的な範囲は、最高人民法院が規定するとされていた。最高人民法院は、こ

れに基づき、「上海金融法院の事件管轄に関する規定」（以下「本規定」という）を公布し、上海金融法院が管轄する

事件の範囲を明確にした。本規定の主な内容は以下のとおりである。 

 

1. 一審の金融民商事事件の管轄範囲 

上海金融法院は、中級人民法院に代わって次の一審金融民商事事件を管轄する。①証券、先物取引、信託、保

険、手形、信用状、金融借入契約、銀行カード、ファイナンスリース契約、財産管理委託契約、質入等の紛争、②独立

保証状、ファクタリング、 PE ファンド、非銀行支払機構インターネット支払、インターネットローン、インターネットクラウ

ドファンディング等新型金融民商事紛争、③金融機構を債務者とする倒産紛争、④金融民商事紛争の仲裁司法審査

の事件、⑤外国裁判所による金融民商事紛争に対する判決、裁定の承認及び執行の申請（1条）。 

また、上海金融法院は、上海に住所を有する金融市場インフラストラクチャー施設
6
を被告又は第三者とする職責

履行に関する一審民商事事件を管轄する（3条）。 

 

2. 一審の金融行政事件の管轄範囲 

上海金融法院は、中級人民法院に代わって金融監督管理機構を被告とする一審の金融行政事件を管轄する（2

条）。 

また、上海金融法院は、上海に住所を有する金融市場インフラストラクチャー施設を被告又は第三者とする職責履

行に関する一審の金融行政事件を管轄する（3条）。 

 

3. 上訴審の事件 

上海金融法院は、上海市基層人民法院が下す一審金融民商事事件及び金融に関わる行政事件の判決、裁定に

ついての上訴事件を管轄する（4条）。 

 

4. その他 

上海金融法院による一審判決、裁定に対して当事者が上訴する場合、上海市高級人民法院がこれを審理する（5

条）。 

上海金融法院が設立される前、すでに受理し、かつ、審理が完了していない事件について、受理した中級人民法

院が引き続き審理する（6条）。 

（全 6条） 

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

   

ⅥⅥ  そそのの他他 

    

                                                      
5
 本ニュースレターNo.278（2018年 5月 25日発行）をご参照ください。 

6
 中国人民銀行による「『金融市場インフラストラクチャー施設原則』の実施に関する通知」によれば、金融市場インフラストラクチャー施設とは、参加機構（シス

テム運行機構を含む）の間で、清算、決済又は支払記録、証券、デリバティブ又はその他の金融取引に用いられるマルチラテラルシステムであり、重要な支払

システム、中央証券保管、証券決済システム、セントラル・カウンターパーティー及び取引データベース等 5つの種類の金融公共施設を含むものとされている。 
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